
 

 

 

 

 

 

 

会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 193条に定める事前備置書面 

（株式交換に係る事前開示事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 10月 18日 

ベルグアース株式会社 



 

 

2021年10月18日 

 

 

株式交換に係る事前開示書面 

     （会社法第794条第１項及び会社法施行規則第193条に定める書面） 

 

愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1 

ベルグアース株式会社 

代表取締役社長兼ＣＥＯ 山口 一彦 

 

ベルグアース株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社を株式交換完全親会社、伊予

農産株式会社（以下「伊予農産」といいます。）を株式交換完全子会社とし、その効力発生

日（予定）を令和3年11月30日とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）に関し、

会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条の定めに従って、以下の事項を開示いたし

ます。 

 

1 株式交換契約の内容（会社法第794条第1項） 

別紙1の株式交換契約書のとおりです。 

 

2 当社が伊予農産の株主に交付する株式の数及びその割当てについての相当性に関する

事項（会社法施行規則第193条第1号） 

 会社法第768条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項は、別紙2のとおりです。 

 

3 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第193条第2号） 

  該当事項はありません。 

 

4 株式交換完全子会社に関する事項（会社法施行規則第193条第3号） 

⑴  最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙3のとおりです。 

 ⑵ 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 ⑶ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

 



 

 

5 株式交換完全親会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第193条

第4号） 

 該当事項はありません。 

 

6 株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに

関する事項（会社法施行規則第193条第5号） 

 会社法第799条第1項第3号の規定により本件株式交換について異議を述べることがで

きる債権者はいないため、該当事項はありません。 

以 上 
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株式交換契約書 

 

ベルグアース株式会社（以下「甲」という。）と伊予農産株式会社（以下「乙」という。）

とは、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株式

交換」という。）を行うため、次のとおり契約を締結する。 

 

（株式交換） 

第１条 甲及び乙は、本件株式交換により、乙の発行済株式の全部（ただし、甲が保有する

乙の株式を除く。以下同様とする）を甲に取得させる。 

 

（当時会社の商号及び住所） 

第２条 甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。 

甲 商号 ベルグアース株式会社 

住所 愛媛県宇和島市津島町北灘甲８８番地１ 

乙 商号 伊予農産株式会社 

住所 愛媛県松山市鴨川１丁目８番５号 

 

（株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

第３条 甲は、本件株式交換に際して、本件株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取

得する時点の直前時（以下「基準時」という。）の乙の株主（ただし、甲を除く。以

下同様とする）に対して、乙の普通株式に代わり、甲の普通株式１７７，０００株を

交付する。 

２ 甲は、本件株式交換に際して、基準時における乙の株主に対して、その所有する乙

の普通株式１株につき、甲の普通株式５９株の割合をもって、割り当てる。 

３ 前二項に従い甲が割当交付しなければならない甲の普通株式の数に１株に満たな

い端数があるときは、甲は、会社法２３４条その他の関係法令の規定に従い、当該端

数に相当する甲の普通株式の交付に代えて、甲の普通株式１株当たりの時価に当該

端数を乗じて得た額に相当する金銭（１円未満の端数はこれを切り上げるものとす

る。）を交付する。なお、「当社の普通株式１株当たりの時価」とは、東京証券取引所

における本株式交換の効力発生日の前取引日における当社の普通株式の普通取引の

終値（当該前取引日において係る終値が存在しない場合には、係る終値が存在する直

前の取引日の終値）を言う。 

４ 本件株式交換の効力発生日（第５条に定める）に至るまでの間において、甲若しく

は乙の財政状態・経営状態に重大な変動が生じた場合又は本株式交換の実行に重大

な支障となる事態が発生し若しくは判明した場合には、甲及び乙は、相互に協議し合

意の上、第２項に定める本件株式交換に係る割当比率を変更するものとする。 

 

【別紙1】
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（甲の資本金及び準備金の額） 

第４条 甲は、本件株式交換により、資本金、資本準備金及び利益準備金を次のとおり増加

する。ただし、本件株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）

における乙の資産及び負債の状態により、甲乙協議の上、これを変更することができ

るものとする。 

⑴ 資本金    金２２０，６３０，５００円 

⑵ 資本準備金  金２２０，６３０，５００円 

⑶ 利益準備金  金０円 

 

（効力発生日） 

第５条 効力発生日は、令和３年１１月３０日とする。ただし、本件株式交換の手続の進行

状況に応じて必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものと

する。 

 

（株式交換承認総会） 

第６条 甲は、会社法第７９６条第２項本文の規定により、会社法第７９５条第１項に定め

る株主総会の承認を得ないで本件株式交換を行う。但し、会社法第７９６条第３項の

規定により、本契約について甲の株主総会による承認が必要となった場合は、甲は、

効力発生日の前日までに、本契約について株主総会の承認を受けるものとする。 

２ 乙は、本契約について会社法第７８３条第１項に定める株主総会の承認を受ける

ものとする。 

 

（善管注意義務） 

第７条 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそ

れぞれ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大なる影響を

及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲乙協議して合意の上実行するものとする。 

 

（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

第８条 本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災事変その他の事由

により、甲又は乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じたときは、甲乙協議の

上、本件株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することが

できる。 

 

（本契約の効力） 

第９条 本契約は、第６条に定める乙の株主総会の承認が得られないとき、法令に定める関

係官庁の承認が得られないとき、又は前条に従い本件株式交換が中止され若しくは

本契約が解除されたときは、その効力を失う。 
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（協議事項） 

第10条 本契約に定めるもののほか、本件株式交換に関し必要な事項は、別途甲乙間で締結

する経営統合に関する合意書で定めるものとする。 

 

 

 本契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

  令和３年10月18日 

 

 

甲 

       愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地１ 

    ベルグアース株式会社 

    代表取締役 山 口 一 彦   ㊞    

 

 

 

乙 

       愛媛県松山市鴨川１丁目８番５号 

    伊予農産株式会社 

                      代表取締役 山 内   栄   ㊞  

 



【別紙 2】 

 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項 

 

 当社は、本件株式交換における会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項に

ついて、以下のとおり、これを相当と判断しました。 

 

1. 本件株式交換に際して交付する株式の算定方法及びその割当ての相当性に関する事項 

 

(１) 本件株式交換に係る割当の内容    

 当社 

（株式交換完全親会社） 

伊予農産 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 １ 59 

本株式交換により交付する株式数 当社の普通株式 177,000株（予定） 

(注1) 株式の割当比率 

伊予農産の普通株式１株に対して、当社の普通株式 59株を割当交付します。

ただし、当社が保有する伊予農産の普通株式（本日現在 200 株）については、

本株式交換による株式の割当ては行いません。 

なお、本株式交換の効力発生日に至るまでの間において、当社若しくは伊予

農産の財政状態・経営状態に重大な変動が生じた場合又は本株式交換の実行に

重大な支障となる事態が発生し若しくは判明した場合には、当社及び伊予農産

は、相互に協議し合意の上、上記の本株式交換に係る割当比率（以下、「本株式

交換比率」といいます。）を変更することがあります。 

(注2) 本株主交換により交付する当社株式の数 

当社は、本株式交換に際して、当社が伊予農産の発行済株式の全部を取得す

る時点の直前時（以下、「基準時」といいます。）の伊予農産の株主の皆様に対

して、その保有する伊予農産株式に代えて、本株式交換比率に基づいて算出し

た数の当社株式を割当交付いたします。割当交付する当社株式には、新たに発

行する当社株式を使用する予定です。 

(注3) 単元未満株式の取扱い 

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（１単元（100 株）未満の株式）を

保有することとなる伊予農産の株主の皆様におかれましては、当社株式に関す

る下記の制度をご利用いただくことができます。なお、東京証券取引所におい

て単元未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買取制度（１単元（100株）未満株式の売却） 

会社法第 192 条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株



主の皆様が、その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して請求

することができる制度です。 

(注4) 1 株に満たない端数の取り扱い 

本株式交換に伴い、当社株式１株に満たない端数の割当交付を受けることと

なる伊予農産の株主の皆様に対しては、会社法第 234条その他の関連法令の規

定に従い、当該端数に相当する当社の普通株式の交付に代えて、当社の普通株

式１株当たりの時価に当該端数を乗じて得た額に相当する金銭（１円未満の端

数はこれを切り上げるものとします。）を交付します。なお、「当社の普通株式

１株当たりの時価」とは、東京証券取引所における本株式交換の効力発生日の

前取引日における当社の普通株式の普通取引の終値（当該前取引日において係

る終値が存在しない場合には、係る終値が存在する直前の取引日の終値）を言

います。 

 

 (２) 本件株式交換に係る割当ての内容の算定根拠 

ア 割当ての内容の根拠及び理由 

本株式交換に係る割当ての内容の算定にあたっては、当社は両社から独立した第三者

算定機関である株式会社青山トラスト会計社（以下、「青山トラスト会計社」と言います。）

に株式交換比率の算定を依頼しました。当社及び伊予農産は、市場価格及び青山トラス

ト会計社から提出を受けた伊予農産の株式価値の算定結果を参考に、両社の財務状況・

資産状況・将来の見通し等の要因を総合的に勘案した上で、両社間で本株式交換比率に

ついて協議・検討を重ねてきました。 

その結果、当社及び伊予農産は、本株式交換比率はそれぞれの株主の皆様にとって妥当

であり、株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本株式交換比率によ

り本株式交換を行うことと致しました。 

なお、本株式交換比率は、株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更

が生じた場合には、両社間で協議の上変更することがあります。 

 

イ 算定に関する事項 

① 算定機関の名称並びに当社及び伊予農産との関係 

当社は、本株式交換に用いられる上記 1.（1）「本株式交換に係る割当ての内容」に

記載の本株式交換比率の算定にあたって、公正性・妥当性を確保するため、青山トラス

ト会計社に伊予農産の株式価値の算定を依頼しました。なお、青山トラスト会計社は、

当社及び伊予農産の関連当事者には該当せず、また、本株式交換に関して記載すべき

重要な利害関係を有しません。 

② 算定の概要 

青山トラスト会計社は、当社については、当社が東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場



に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価法を採用して算定しました。

具体的には、株式交換契約締結日にできる限り近い時期の株価が株式交換契約時の株

式の価値を反映しているものと考えられることから、2021 年 10 月 15 日を評価基準日

として同日以前１か月の終値平均株価を算定の基礎として算定を行いました。 

伊予農産の株式価値については、同社株式が非上場であることを勘案し、将来の事

業活動の見通しを評価に反映させるため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法

（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を、比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会

社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、さらに非上場

会社の評価として一般的な方法であることから時価純資産法をそれぞれ採用して算定

を行いました。なお、同社の事業計画については、大幅な増減益を見込んでおりませ

ん。 

当社株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率の算定結果・算定

レンジは、以下のとおりです。 

算定手法 株式交換比率の 

算定結果 当社 伊予農産 

市場株価法 ＤＣＦ法 57.44 ～ 65.58 

類似会社比較法 55.65 ～ 65.14 

純資産法 58.91 ～ 61.66 

青山トラスト会計社は、上記株式価値の算定に際して、当社及び伊予農産から提供

を受けた情報、一般に公開された情報などを使用し、それらの資料及び情報等が全て

正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性

の検証を行っておりません。また、伊予農産の資産又は負債（偶発債務を含みます。）

について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行

っておらず、外部への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。青山トラスト会計社

の株式価値の算定は、算定基準日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、

伊予農産の財務予測については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及

び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としています。 

 

ウ 上場廃止となる見込み及びその事由 

   該当事項はありません。 

 

エ 公正性を担保するための措置 

   当社は、本株式交換の公正性・妥当性を確保するため、上記 1.（2）ア「割当ての内

容の根拠及び理由」に記載のとおり、企業価値算定の専門家である青山トラスト会計社

に伊予農産の株式価値の算定を依頼しました。当社は、かかる算定結果を基礎として、

譲渡人らとの間で交渉・協議を行い、その結果合意された上記 1.（1）「本株式交換に



係る割当ての内容」に記載の内容により本株式交換を行うことと致しました。 

 

オ 利益相反を回避するための措置 

     当社は、伊予農産の株式の 6.25%を保有し、伊予農産は、当社の株式の 0.99%を保有

しており、また、相互に取引を行っておりますが、その他に、当社と伊予農産との間に

は、特段の資本関係はなく、また、両社に相手方の役員又は従業員を兼務する者がいな

いこと等から、本株式交換を含む本経営統合の実施にあたって両社間で特段の利益相

反関係は生じないと考えられるため、上記「エ 公正性を担保するための措置」の他に、

特段の利益相反を回避するための措置は講じておりません。 

本株式交換を行うことを決議した当社の取締役会においては、本株式交換の相手方

である伊予農産の役員又は従業員を兼務する者はおらず、譲渡人らと特別の利害関係

を有する者もおりません。 

 

2. 交換対価として当社の株式を選択した理由 

当社株式は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおいて取引されており、本株式交換後にお

いて市場における取引機会が確保されていることから、本株式交換の対価として当社の

普通株式を選択することが適切であると判断いたしました。 

 

3. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

  本件株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、それぞれ次のとおりと

いたします。この取り扱いは、法令及び当社の資本政策に鑑み、相当であると考えており

ます。 

 ⑴ 資本金の額     金２２０，６３０，５００円 

 ⑵ 資本準備金の額 金２２０，６３０，５００円 

 ⑶ 利益準備金の額 金０円 
















	

